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研究成果の概要（和文）：　本研究は、政治諸制度と政府能力が所得格差および所得再分配に及ぼす影響について、主
として1970年代後半から2000年代前半までの時期の主要OECD諸国を対象にして比較の観点から検討することをめざした
。まず、政府が主要利益団体との間で展開する政策協調や社会協定なども政府の調整能力として捉え、その経験的な尺
度化をした。さらに各種の政治制度に関しても、政党制や選挙制度だけでなく、議会の自律性等の観点を取り入れて総
合的に指標化を試みた。そして、これらの政治的変数と所得格差・再分配度との関係を体系的に分析し、いくつかの指
標では、平均所得と中位所得の格差の縮小に関連している点が新たに示唆された。
　

研究成果の概要（英文）：The purpose of this project is to explore the relationships between 
political-institutional factors and redistributions of labor incomes in advanced countries. In the first 
part of this research, we focused not only on the role of corporatist labor institutions (such as 
collective bargaining centralization), but also on the formal institutions (e.g. electoral rule, and 
government-parliament relations) and the governmental capacity (including policy coordination), and then 
we shed new theoretical lights on the links between the labor institutions and the policy coordination 
capacities. Next, we conducted an empirical analysis and found that such corporatist institutions have 
been effective in the income equalization. Finally, we suggest that some of formal institutions e.g. 
proportional representative systems have significant effects on income equality, but are not necessarily 
determinants in the income redistribution.

研究分野： 政治学
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１．研究開始当初の背景 
 
（１）先進諸国の所得格差に政治－制度的
要因が及ぼす効果をめぐる比較研究は、こ
れまでもネオ・コーポラティズム論をはじ
め、様々なかたちで議論されてきた。2000
年代初頭までは、その政治－制度的な説明
変数は、①労働の組織化や組織間関係の集
中化、②労使間の賃金交渉の集権化や③経
営者間の調整行為（コーディネーション）
など、主として「賃金交渉制度」に焦点を
あてた「団体交渉中心型」ないし「社会中
心型」の接近方法が多かった。 
 
（２）しかし近年では、所得格差や貧困に
関して、多様な角度からの経験的データが
整備されてきた。たとえば、ヨーロッパ諸
国を中心に各種の所得格差の指標を調査し
ているルクセンブルク・インカム・スタデ
ィ（LIS）や欧州労働研究所（ETUI）、そ
して経済協力開発機構（OECD）や EU の
各種調査機関 (EUROSTAT)などが各種調
査を体系的に展開してきた。そこでは、課
税前所得の格差だけでなく、課税後の可処
分所得格差や、 さらに家計所得の格差や貧
困をめぐるデータが蓄積された。また、そ
れに関連して各種の社会政策の諸指標も着
目されるようになった。所得保障や失業給
付、健康保険や疾病手当等の社会保険、さ
らに家族・児童手当や教育手当、そして雇
用保護や解雇規制に加えて職業訓練等の積
極的労働市場政策等の比較可能なデータも
集積されてきた。 
 
（３）これらの経験データの整備は、分析
視座の転換を促すことにもつながってきた
といえる。なぜならば、従来のように、市
場における賃金格差を労使間のコーディネ
ーション等から説明するだけでは不十分と
なり、政府を媒介にした所得再分配による
格差是正を問題視せざるをえなくなるから
である。こうして政府介入のあり方や政府
の政策調整能力、あるいはそれに関連する
統治制度といった国家の問題が再び浮上し
た。 
①租税政策による資源の抽出能力や、それ
を担保とした各種の社会福祉政策を含む政
府支出等の政策執行能力が、所得再分配の
契機になって、所得格差の圧縮に影響を与
えるのかどうかが論じられた。たとえば、
税収規模を政府の抽出能力や公共部門の大
きさを表わすひとつの指標とみなして、そ
れが所得格差（ジニ係数）に対して負の相
関関係があることや、むしろハンプ型(逆 U
字型)関係にあるとする見解などが、経験的
な比較研究から索出された。また、各種の
社会保険や家族手当等の政府支出が所得の
平等化に関連していることも示唆されてき
た。 
②それに関連して、所得再分配政策を規定

する立憲的な政治制度が問題になった。つ
まり、政権の党派性や選挙制度を含めた各
種の統治制度が注目された。たとえば多数
代表制―二大政党制を軸とする「ウエスト
ミンスター・モデル」よりも、比例代表制-
多党制を軸とする「コンセンサス・モデル」
のほうが所得平等度は高い点などが経験的
に索出されるなど、政治制度と所得格差と
の関連性の議論は進展してきた。とくに比
例代表制の問題は、政権の党派性や投票率
の問題にも波及した。つまり比例代表制と
左派政権や中道左派政権との間には関係性
があり、そのことが、税移転を伴う左派政
権の所得再分配政策を促し、可処分所得の
平等化に寄与しているとの指摘もなされて
きている。 
 
（４）さらに所得再分配に関しては、中位
所得と平均所得との関係が拡大（縮小）す
れば、選挙における中位投票者の存在から、
所得再分配の規模を大きく（小さく）する
という「中位投票説」と、それに対して労
組組織化の高さや左派政権の強さが、所得
平等化や再分配の規模を大きくするという
「ロビンフッド説」とがあり、両議論をめ
ぐって様々な議論が展開されてきている。 
 
２．研究の目的 
（１）本研究は、そうした背景を踏まえ、
石油危機後の 70 年代末期から 2000 年代前
期までの主要 OECD 諸国の各種の所得再
分配(および所得格差)と、政府能力および
政治制度形態との関連を比較の観点から分
析し、経験的な命題の索出やその理論的な
含意を明らかにすることを目的とした。 
 
（２）所得格差については、これまで学歴
などの社会学的な説明変数を中心に論じら
れる傾向にあったが、本研究では、政治的・
制度要因に着目した。さらに、所得格差に
加えて、課税前所得と可処分所得の格差の
縮小や貧困層の縮減等の「所得再分配」の
問題を重視し、再分配が、各種の「政府能
力」や、選挙制度等の政治諸制度によって、
いかに影響を受けているのかについて、経
験的な比較研究や、事例研究も含めて実証
的に研究し、その「多様性」と政治的・政
策的含意を明確にすることをめざした。 
 
（３）とくに、政治諸制度に関していえば、
よりフォーマルな立憲的統治制度と所得格
差・再分配との関連性を探ることによって、
比較政治制度論の議論を深化させること、
また社会協定や政策協調などの政府の調整
能力も取り上げることによって、政府能力
や国家の自律性の議論を拡張することにも
つながると考えた。 
 
（４）そうした国家の統治制度の存在を媒
介させ、さらに政府の再分配政策による格



差是正の観点を摂取することで、所得の平
等化における制度論的視点の欠落部分を補
うことにつながる。近年、前述のように、
所得格差に関して中位所得と平均所得との
差異に着目した議論、あるいは選挙におけ
る中位投票者の存在やその党派性と所得再
分配との関連を強調する議論がなされてき
ているが、それらの論議の多くは、選挙制
度に主として力点を置いているので、本研
究では、さらに政党や議会の次元を含めた
複合的な統治制度の編成を視野に入れるこ
とを考えた。そして、この総合的な政治制
度変数と所得格差・再分配との関連を比較
の観点から分析することで、その結果は、
所得問題における政治的要因をめぐる議論
を拡張する一助になることをめざした。 
 
（５）それに関連するが、政府能力の面で
も、これまで主として歳出面での議論が多
かったのに対し、本研究では再分配政策を
規定する各種の税制(法人税や大衆課税等)
等の歳入面での資源抽出能力にも系統的に
焦点をあてるので、その分析結果は、当該
分野の発展に貢献する。 
 
（６）各種の社会政策が市場における所得
格差へと環流する点についても、政治制度
の視座を介在させることで、政策フィード
バック論や政策波及(policy diffusion）論の
展開に対しても新たな意義をもつと思われ
る。 

以上のように、本研究は、優れて比較政
治－制度論的視点から、今日的な社会課題
である所得格差・再分配の問題の解決への
一助になる意義があると考えている。 
 
３．研究の方法 
（１）まずは何よりも、近年、主要 OECD
諸国について体系化されつつある各種のデ
ータの調査・収集および実態報告等の調
査・収集をおこなう。①所得格差に関して
は、課税前後の格差、世帯別格差、男女格
差等々)に関する各国のデータ、②最近、経
験的な尺度化が進んでいる各種の政治制度
(議会－執政府関係や選挙制度等々)のデー
タや報告書等の調査、③また、政府の調整
能力に関連しては、とくに EU 諸国で着目
されている政府と労働団体や経営者団体と
の間で制度化されている「社会協定」や「社
会対話」についての報告書や資料、さらに
④その社会協定の先駆的な形態ともいえる
1970 年代のイギリスの「社会契約」につい
ての調査報告書などについて、国際労働機
構（ILO）や EU の調査委機関、そして欧
州労働研究所（ETUI）やイギリス労働組
合会議 TUC）等に赴いて各種の資料データ
や文献の調査を実施した。 
 
（２）そうしたデータ等の分析や解釈をお
こなった。①所得格差に関しては その種

類に応じて各国の位置を比較するだけでな
く、さらに、そこから各国の政府による所
得再分配度をも算出した。こうして所得格
差および所得再分配における各国の差異と
「多様性」を記述し類型化した。②また各
種の政治制度のデータ等については議会－
執政府関係や議会集権度や選挙制度などの
立憲主義的な側面だけでなく、党派性を組
み込んだ政権形態や官僚制の遺産などにつ
いても経験的な尺度化を試みた。 
 
（３）そうした政治諸制度の相互の補完性
だけでなく、各種の政治制度と政府能力と
の関連性をめぐる議論を整理し、そして、
その補完性・関連性を、各種の統計的手法
を用いて経験的な比較分析をおこなった。
その際に以下の点に留意した。 
①ここでいう「政府能力」とは、前述の社
会保険、労働市場政策等々の再分配の政府
支出に関わる側面のみならず、近年再び着
目されつつある税制(法人税や消費税、労使
の社会保険負担等)という歳入面での抽出
能力をも含むこと。 
②また、その政権形態の指標化は、従来の
党派性の議論が、イデオロギーや政策内容
の次元に傾斜しており、制度間の相互関連
性を明確にしてこなかった点を踏まえて、
政党制－議会―執行部という制度レベルの
差異に留意し、その制度間の相互作用によ
って生じる政権の支配度・権力・影響力の
区別にも配慮したこと。 
③そして、従来は、選挙制度など個別に扱
われた政治－制度的諸変数の相互の関係を
取り入れて、より体系的で総合的な制度指
標を構築することである。 
 
（４）そうした政治－制度の補完性の問題
を踏まえて、それらの政治的諸変数と、既
述の社会政策指標に加えて最低賃金制、賃
金保護、解雇規制等の規制政策を含めた諸
政策の実績との関連性について、パネル・
データを対象とする各種の分析手法を用い
て先進諸国を対象に比較分析をおこなった。
すなわち、前述の多様な所得格差指標を従
属変数とし、それに応じて政治的諸変数を、
独立変数として選別し分析モデルをたてて、
両者の関係性を探り、各国の差異をもたら
す有意な政治的要因を経験的に索出し理論
的解釈を施した。その際、制御変数として、
失業率などの雇用関係の諸変数を加味する
必要があるが、それは、女性労働参加度、
非正規雇用者比率、若年失業者比など、近
年整備されてきた統計指標を従属変数の種
類に応じて適宜取り入れた。 
 
４．研究成果 
（１）政府の政策過程に関する資料・デー
タの収集とその充実をはかりつつ、その分
析や考察につとめた。とくに「社会協定
(social pact)」やそれに関連した「社会的



対話(social dialogue)」に関する文献・資料
やデータの解析や読解などを通じて、その
経験的な内実や意味についての理論的な解
釈につとめた。その成果として、1980 年代
後半から 90 年代にかけて、イギリス等の
ネオ・リベラリズム路線による小さな政府
論とは対照的に、ＥＵ諸国のなかでもイタ
リアやアイルランドなどで、利益集団を包
摂するかたちでの政労使の三者協調体制に
よる「社会協定」の政治が展開され、政府
主導の政策協調体制が、賃金政策や福祉政
策など、所得再分配に係わる政策領域にお
いても存続し、政府の調整能力の重要性を
あらためて確認した。 
 
（２）さらに、そうした発見は、1980 年代
以降におけるコーポラティズム衰退論への
有力な反証といえること、しかも、それは
政府介入を中心とした「国家の自律性」の
観点から解釈するのが理論的にみて肝要で
ある点を指摘したうえで、従来のコーポラ
ティズム論という準拠枠組の妥当性をめぐ
る議論との整合性について検討した。そし
て、社会協定や社会的対話の政治をコーポ
ラティズム論の延長上ではたして捉えられ
るものなのかどうかについて、このコーポ
ラティズムとの連続性と断絶性をめぐる論
争に関して各種の研究論文を整理したうえ
で、その理論的・分析的な意味について論
説「社会コーポラティズムから政策協調
へ？：コーポラティズムにおける国家問題」
を公刊した。そのなかで社会協定の政治を
めぐる議論が、政府の社会諸勢力の包摂能
力と政策実績を考える重要な視点を提示し
ていることを強調した。 
 
（３）また社会協定及び政府介入の問題の
さらなる検討のために、あらためて 1970
年代の石油危機時のイギリスの所得政策
（「社会契約」）の実態に関する資料や報告
を踏まえて、社会協定や政府介入を含めた
政府能力の尺度化を試みた。そして代替的
な観点から主要 OECD 諸国の政府介入能
力の動向をみると、70 年代の石油危機を境
にして 80 年代以降は衰退しているという
従来の「下降説」に対して、70 年代の石油
危機の上昇期、80 年代の下降期、そして
90 年代後半以降の上昇期というサイクル
があるとする「周期説」が示唆された。こ
の「周期説」は、すでに一部の研究者（た
とえば P・C・シュミッターら）によって
仮説として提示されたものであったが、そ
の仮説の妥当性が示唆されたといえる。し
かし、その統計的な有意性までは確認する
ことはできず、残念ながら、その経験的な
検証にまで至らなかった。 
 
（４）本研究において所得再分配に影響を
及ぼす説明変数として想定した各種の政治
諸制度のうち、とくに①選挙制度として「比

例代表制」の問題、そして②議会－執政府
関係として「執行府の優位性」や「議会の
能力」といった問題に焦点をあてて、比較
研究のための指標化を試みた。 

①については、比例代表制に関してしば
しば用いられる非比例性指標（ギャラガー
指標）や阻止条項指標等に加えて、議会レ
ベルと選挙レベルでの有効政党数のギャッ
プなども、経験的な指標として取り入れた。
このギャップ指数は、従来とは異なる指標
化の試みである。また②については、たと
えばレイプハルトの「執行府優越」指標な
どに加えて、近年の各種の文献の検討を踏
まえて、「議会の自律性」や、さらには「官
僚制の遺産」等についても新たな経験的な
尺度化をおこなった。 
 
（５）そうした政府能力や政治制度の経験
的な諸指標が、各種の所得再分配の指標に
及ぼす影響について経験的な比較研究を試
みた。この政治制度と所得再分配との関係
をめぐっては、前述のように「中位投票」
説と「ロビンフッド」説があり、両者をめ
ぐって種々の議論があったが、本研究では、
それらを踏まえて、政治諸制度の尺度上の
高低の両極で（たとえば、既述のコンセン
サス度の高低両極で）、再分配度が低くなる
という「ハンプ型仮説」をたてて実証を何
度も試みて、若干の成果が示唆された。し
かし残念ながら、明確な統計的有意性をも
つまでには至らなかった。したがって、そ
れは、仮説の域をでなかったので、今後の
課題となった。 
 
（６）政府能力のうち、ＧＤＰ（国内総生
産）に占める政府の租税収入の割合などの
抽出能力、同じく政府支出の割合などの分
配能力、また社会支出などの再分配能力な
どは、可処分所得の平等化や所得再分配な
どにプラスに働いていることがある程度経
験的に確証された。これは、先行研究の成
果とほぼ同様の結果である。ただし、本研
究で注視した法人税の対ＧＤＰ比などは、
統計的にみて有意な結果が得られなかった。 
 
（７）政府の調整能力を示す政府介入と社
会協定については、前者の政府介入は、所
得の平等化と再分配に対して寄与している
ことが示唆されたが、後者の社会協定は、
そのいずれにおいても、統計的にみて、有
意性を見出すことができなかった。この点
は、さらなる検討課題となった。 
 
（８）政治制度に関していえば、①議会の
自律性が高いほど、可処分所得における中
位者と平均所得者との格差が縮小している
こと。ただし、所得再分配については不確
実であり、また本研究の仮説であるハンプ
型も、いくつかのケースでは、その妥当性
も示唆されたが、経験的にみて、有意とは



いえなかった。②コンセンサス・モデルも
同様であったが、平均所得と中位所得との
差の縮小には、非常に有意な場合も散見さ
れた。また、③議会レベルと選挙レベルの
両方の有効政党数の場合も、ほぼ同様の結
果であったが、この二つの有効政党数は、
所得の上位 10％と下位 10％との格差の平
等化にはとくに有意に関連していることが
示唆された。 
 以上、いくつかの政治制度変数において、
所得格差や所得再分配との新たな有意な関
連性が示唆されたが、残念ながら、明確な
統計的な有意性をもつには至らなかったケ
ースも多かった。それらについては、今後
の課題となるが、そのためには、政府能力
や政治制度についての経験的データの収集
とその精緻な指標化が要請される。また、
分析方法の活用についても、新たな発展が
必要となる。 
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